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事業の概要 
 

１ 教職員研修 
 
（１）基本的な考え方 

 

 

（２）研修体系の見直し 

 

  ①指標の策定及び研修体系の見直し 

    平成２９年度までは、教員のライフステージを４期に分け、鳥取県教育委員会が

定めた「鳥取県公立学校教員として求められる資質・資質能力」に基づき、研修を

実施していた。平成２８年に教育公務員特例法が一部改正され、教員等の任命権者

は、協議会を組織し、必要な指標を定めるとともに、指標を踏まえた教員研修計画

を定めるものとされた。併せて、１０年経験者研修を中堅教諭等資質向上研修に改

め、実施時期の弾力化が図られた。鳥取県教育委員会では、平成２９年に新たな協

議会を立ち上げ、協議を深めつつ、平成３０年４月１日に校長及び教諭等の指標を

定めた。教員のライフステージを大きく３つに分け、１１年目以降をさらに２つに

分けた体系に見直しを図り、各期のスタートに合わせて研修を実施する計画とした。

それに伴い、５年目研修を６年目研修に変更するとともに、移行期間を設けた上で、

キャリアデザイン研修から１６年目研修への変更を行い、より早い段階で学校組織

マネジメント能力を高めることとした。また、養護教諭については、平成３１年度

に、教諭と同様に６年目研修に移行するとともに、３年目研修を設け、養護教諭と

しての資質向上を一層図ることとした。 

   

②今日的な教育課題に対応した新たな研修の導入 

    令和に入ると、大量退職、大量採用の時代を迎え、特に市町村立学校において、

新規採用教員における新卒、他県出身の割合が年次的に増加している。新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大に伴い、行動制限がかかる中、メンタルに不調をきたす

初任者が出始めた。そこで、初任者の実態を把握し、個別支援を行うため、令和２

年度から初任者研修の中に所属校訪問を位置づけた。併せて、校内の人材育成の促

進を目的に、市町村立学校の初任者研修を拠点校方式からとっとりメンター方式へ

年次的に移行し、令和５年に全面実施とした。 

    また、コロナ禍で、ＧＩＧＡスクール構想が前倒しとなり、1 人１台端末の環境の

①教職員のキャリアステージに沿って研修を体系化し、教職経験に応じて職務の
遂行に必要な資質・指導力の向上を図る研修を実施する。 

②本県教育の現状と課題を踏まえ、今日的な教育課題の解決に向けた研修を実施
する。 

③教職員のニーズに応じた研修内容・方法等の工夫改善を図り、多様で効果的な
研修を実施する。 
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もとでの個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実による主体的・対話的で深い

学びの実現が求められるようになり、ＩＣＴ活用に係る研修のニーズが高まった。

教育センターが実施する研修においても、コロナ禍において初年度こそ中止せざる

を得ない状況であったが、２年目からは、集合型研修をほほすべて非集合型のオン

ライン研修に切り替えて中止することなく実施した。その後、新型コロナウイルス

感染症が５類に移行されたことに伴い、非集合型のオンライン研修と集合型の対面

研修を織り交ぜて実施している。 

    さらに、令和４年に教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律

が公布され、教員の研修履歴の作成と当該履歴を活用した対話に基づく受講奨励の

仕組みが令和５年から施行されることとなった。それに向け、令和４年度からは、

教職員の幅広いニーズに対応するため、知事部局も含め関係各課との連携による専

門研修講座を設けたり、令和５年度から島根大学との連携により、「しまだい学校教

員研修」を専門研修に位置付けたりした。 

 

③教職員育成協議会の設置 

  ①で述べたように、教育センターの教職員研修等実施協議会で指標についての協議

を進めつつ、条例改正を受けて平成２９年度に教職員育成協議会を立ち上げて校長及

び教諭等の指標を作成し、周知を図った。主管課を教育人材開発課とし、協議会には、

指標分科会と研修計画等分科会を設け、分科会ごとに協議をもつこともできるように

構成した。 

  指標については、その後、養護教諭、栄養教諭・学校栄養主任・学校栄養職員、実習

教諭・実習助手、寄宿舎教諭・寄宿舎指導員、事務職員、司書主任・司書の指標を年次

的に策定したり、見直しを図ったりしている。研修計画等については、教職員研修等実

施協議会から引き続き、より効果的に人材育成が進むよう様々な立場の委員の幅広い

視点から議論いただき、研修の企画・運営に反映させている。 
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※令和５年度当初 

 

 

 


